
  
 

記 者 会 見 次 第 
 
 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日時：令和８年５月２７日（水） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　午前１１時から 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　場所：太田市役所１２階　１２Ｂ会議室 

 
 

１．開　　会 
 
 
　　２．市長あいさつ 
 

 

　　３．会見事項 

 

（１）窓口受付時間の変更について 

 

（２）行政センター来訪者に新たな情報体験を提供！ 

　　　～大型モニターで市公式YouTube動画などを常時再生～ 

 

（３）市民ひとり一人の防災意識の向上が太田市を救う！ 

太田市水防訓練・防災フェアを開催します 

～備えろ、自分。・・・守ろう、太田。～ 

 

（４）保育士などの子どもの保育料が無償になります！ 

　　　～保育士等の子どもの保育料無償化事業～ 

 

（５）省エネ性能の高い家電に買換えませんか 

～省エネ家電買換促進事業～ 

 
 
 
 

※次回定例記者会見実施予定 
日時：令和８年６月１１日（水） 

午前１１時から 
会場：太田市役所１２階　１２Ｂ会議室 



 

太 田 市 役 所 

 

 

 

 

 

　多様化する市民ニーズや高度化・複雑化する行政手続き等に対応し、持続可能な行政運

営を実現するとともに、市民サービスの質の向上と業務効率化を進めるため、本庁舎ほか

一部の施設について、窓口受付時間の変更を行います。 

 

１　制度概要 

（１）窓口受付時間 

　　【現　行】午前８時３０分から午後５時１５分まで 

　　【変更後】午前９時００分から午後４時３０分まで（７５分短縮） 

　　 ※緊急の用件を除き、電話受付も同様とする。 

（２）開始時期 

　　【試行期間】令和８年１０月１日（木）から令和９年５月３１日（月） 

【正式運用】令和９年　６月１日（火）から 

（３）対象施設 

　　「本庁舎」「南庁舎」「尾島庁舎」「藪塚本町庁舎」「エアリスアグリ(農政部事務所）」 

「太田市保健センター」「新田保健センター」「各地区行政センター（窓口のみ）」 

※図書館、児童館、福祉施設、スポーツ施設、行政センター（貸館）等は対象外。 

 

２　期待される効果 

　　◆窓口受付時間の変更により生み出される時間を活用のうえ、職員の余力を業務改善

や新規施策の企画提案等に再分配し、市民サービスの質を高めていく。 

◆準備や片付け、終了間際の来庁者対応による時間外勤務を前提とした労働環境を改

善し、働き方改革につなげていく。 

◆コンビニ交付サービスやオンライン申請等に誘導し、対面による手続きが必須のサ

ービスとの分化を進め、窓口対応が必要な市民への丁寧な対応と待ち時間の削減を

図る。 

 

 

 

＜お問合せ先＞ 

太田市役所　おおた未来戦略部　行政マネジメント課（担当：新島、吉田） 

TEL：０２７６－４７－１８１１（直）　FAX：０２７６－４７－１８８５ 

E-Mail：005250@mx.city.ota.gunma.jp

５月２７日 定例記者会見資料

窓口受付時間の変更について

報道機関各位



 

太 田 市 役 所 

 

 

 

 

 

 

　行政センターに 75 インチの大型動画再生用モニターを設置し、市公式 YouTube チ

ャンネルで公開している動画などを常時再生する取組みを開始しました。 

 

１　目的 

行政センター来訪者に対し、本市の施策や取組みを分かりやすく伝えるため、動

画を活用した情報発信を行うものです。待ち時間や手続きの合間に、本市の施策や

取組みを視覚的に触れることができる環境を整備しました。 

 

２　概要 

（１）設置場所　　市内１４行政センター 

 

（２）再生動画　　市公式 YouTube チャンネルで公開している動画 

　　　　　　　　　各地区振興課で取り組んでいる事業の動画　など 

 

（３）動画更新　　月１回程度 

 

３　その他 

動画を活用した情報発信に親しんでいただき、従来の広報手段に加え、新たな情

報伝達手段として積極的に活用していくものです。今後も多様なコンテンツの拡充

を図り、市民の皆さまにわかりやすく魅力的な情報提供を目指します。 

 

 

 

 

 

 

＜お問合せ先＞ 

太田市役所　おおた未来戦略部　広報ブランド課（担当：河野、金田） 

TEL：0276－47－1863（直）　FAX：0276－47－1866 

E-Mail：005810＠mx.city.ota.gunma.jp

５月２７日 定例記者会見資料

行政センター来訪者に新たな情報体験を提供！ 

～大型モニターで市公式 YouTube 動画などを常時再生～

報道機関各位



 

太 田 市 役 所 

 

 

 

 

 

 

１　概要 

　太田市水防計画に基づき、水防技術の向上を図るとともに、市民の水防に対する

理解を深めることを目的として、太田市水防訓練と防災フェアを開催し、市民の防

災意識の向上を図ります。 

　　 

２　開催内容 

(１)　日　時　　令和８年６月６日（土）　午前９時から正午まで 

　　　　　　　　・訓練：午前９時から午前１０時３０分まで 

・防災フェア：午前１０時３０分から正午まで 

 

(２)　場　所　　太田市鳥山下町４０９－１　中央消防署　屋外訓練場 

 

(３)　主　催　　太田市 

 

(４)　内　容　　《訓練》 

水防工法訓練（土のう工訓練、積み土のう工訓練）、土砂災害対応

訓練、救命ボート訓練、ロープレスキュー訓練（中州救助）、消防

救助技術指導会競技訓練 

 　 　　　　　　《フェア》 

各種体験コーナー、各種展示車両、備蓄食料配布、避難所展示等 

 

(５)　参加機関（順不同）※防災フェア参加協力機関は、別添資料参照。 

太田市、太田市消防本部、太田市消防団、太田土木事務所、 

太田警察署 

 

(６)　参加人員　　約３００名 

 

＜お問合せ先＞ 

太田市役所　総務部　危機管理室（担当：篠木、新井） 

TEL：０２７６－４７－１９１６（直）　FAX：０２７６－４７－１８８８ 

E-Mail：010370＠mx.city.ota.gunma.jp

５月２７日 定例記者会見資料

市民ひとり一人の防災意識の向上が太田市を救う！ 

太田市水防訓練・防災フェアを開催します 

～　備えろ、自分。・・・守ろう、太田。～

報道機関各位







 

太 田 市 役 所 

 

 

 

 

　市では子育て世帯の経済的負担軽減を目的に、令和８年９月から本市独自の取り

組みとして、認可保育施設に通園する０歳から２歳児の子どもの保育料の半額軽減

事業を実施します。この事業の一環として、７月から市内認可保育施設に勤務する

０歳から２歳児の子どもを持つ保育士などの子どもの保育料無償化事業を実施しま

す。 

 

１　事業の内容 

　　市内認可保育施設等（幼稚園、保育園、認定こども園、地域型保育施設）に勤

務する市内在住の保育士等（保育士、幼稚園教諭、保育教諭）で、０歳から２歳

児の子どもを養育し、太田市から保育認定を受けている子どもの保育料を無償化

します。 

 

２　事業開始　　　令和８年７月から 

 

３　対象となる保育士等 

• 太田市内の認可保育施設等（幼稚園、保育園、認定こども園、地域型保育施設）

に勤務 

• 太田市内に在住 

• ０歳から２歳児の子どもを養育し、太田市から保育認定を受けている 

 

４　手続き方法 

　　６月１日（月）から６月２２日（月）までに、電子申請で受付 

 

５　その他　 

　　詳しくは市ＨＰ（下記ＱＲコード）からご確認ください。 

　　※６月１日（月）に公開します。 

　　　 　　　　https://www.city.ota.gunma.jp/page/1058841.html　 

 

＜お問合せ先＞ 

太田市役所　福祉こども部　こども課（担当：木部、岡本） 

TEL：０２７６－４７－１９４３（直）　FAX：０２７６－４７－１８８０ 

E-Mail：020530＠mx.city.ota.gunma.jp

５月２７日 定例記者会見資料

保育士などの子どもの保育料が無償になります！ 

　　　　　　　　　　～保育士等の子どもの保育料無償化事業～　　

報道機関各位

https://www.city.ota.gunma.jp/page/1058841.html


お問い合わせ 太田市役所 こども課 入園児童係 ☎ 0276-47-1943

太田市では、保育士の皆さまのキャリアを支援するため、
令和８年７月分より０～２歳児のお子さまの保育料を免除
します。

お子さまの保育料を免除します！

QRコードQRコード

０～２歳児のお子さまが居る保育士の皆さまへ

免除の申請をお願いします

申請フォーム
詳しいご案内

要件

親子で太田市に住所があり、太
田市から保育認定を受け、認可保
育施設に子どもを預けている

太田市内の認可保育施設に保育
士等(※)として勤務している

←該当する方は申請フォームへ

免除を開始したい月の前月２０日までに申請してください
申請には、保育施設作成の就労証明書が必要です。

※保育士、幼稚園教諭、保育教諭

令和８年７月分より減免開始する場合、令和8年6月22日までに申請してください。



 

太 田 市 役 所 

 

 

 

 

家庭での省エネを促進し、エネルギー費用の負担軽減を図ることを目的として、

居住する住宅で省エネ性能の高いエアコンまたは冷蔵庫へ買換える世帯に対し、一

律３万円分のＯＴＡＣＯポイントを付与します。 

 

１　対象機器 

　エアコン　省エネ性能の多段階評価点３以上 

冷蔵庫　　省エネ性能の多段階評価点３．５以上 

 

２　助成金額 

　一律３万円（ＯＴＡＣＯポイントを付与）　 

 

３　予算額 

　４，９５０万円（１，６５０件分）　 

 

４　申請期間 

　令和９年１月２９日まで（申請額が予算に達し次第終了） 

 

５　要件　 

　〇令和８年４月１日以降に市内の店舗などで購入した新品 

　　（ネット購入・リース・レンタルなどは不可）  

〇購入および設置費用などが９万円以上 

〇既存機器は家電リサイクル法により処分 

〇１世帯につきエアコン・冷蔵庫どちらか１台まで 

 

６　申込方法 

　〇購入および設置後、専用フォームから電子申請 

〇電子申請ができない場合は、申請用紙と必要書類を記録の残る方法により郵送 

　※申請フォームの URL や申請に必要な書類など、 

詳しくは市のホームページをご確認ください。 

 

＜お問合せ先＞ 

太田市役所　産業環境部　脱炭素推進室（担当：間々田、田中） 

TEL：０２７６－４７－１９５３（直）　FAX：０２７６－４７－１８８１ 

E-Mail：025660＠mx.city.ota.gunma.jp

５月２７日 定例記者会見資料

省エネ性能の高い家電に買換えませんか 

～省エネ家電買換促進事業～

報道機関各位

詳しく

は


